
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

栃
木
市
有
機
農
業
実
施
計
画
（
案
）

に
係
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　
有
機
農
業
推
進
の
た
め
の
方
針
や

具
体
的
な
取
組
内
容
を
示
す
「
栃
木

市
有
機
農
業
実
施
計
画
」
の
策
定
を

進
め
て
い
ま
す
。
計
画
案
に
対
す
る

皆
さ
ん
の
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

対
象
　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　
２
月
10
日
（
月
）
〜
３

月
12
日
（
水
）　

閲
覧
場
所
　
農
業
振
興
課
（
本
庁
舎

２
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾・国
府
の
各
公
民
館
窓
口
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ　

提
出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口
　
農
業
振
興
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時

15
分
）

そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
開
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問
農
業
振
興
課　

  

☎
（21）
２
３
８
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

日
曜
窓
口
の
日
程
変
更

　
３
月
９
日
（
日
）
は
、
シ
ス
テ
ム

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
よ
り
手
続
き
が
で

き
な
い
た
め
、
３
月
23
日
（
日
）
に

変
更
し
ま
す
。
完
全
予
約
制
と
な
っ

て
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
の
上
、
電
話
に
て
申

込
み
く
だ
さ
い
。

問
市
民
生
活
課　

☎
（21）
２
１
２
６　

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課

☎
（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課

☎
（62）
０
９
０
３

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課

☎
（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課

☎
（92）
０
３
０
６

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課

☎
（55）
７
７
５
４

児
童
手
当
制
度
改
正
に
関
す
る
申

請
は
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

令
和
６
年
10
月
に
児
童
手
当
制
度

が
改
正
さ
れ
、
支
給
対
象
と
な
る
方

な
ど
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
に

あ
た
り
申
請
が
必
要
な
方
に
つ
い
て

は
、
３
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
申
請

す
る
こ
と
で
令
和
６
年
10
月
に
遡
っ

て
適
用
が
可
能
で
す
。

申
請
が
必
要
な
方　
（
次
の
う
ち
未

申
請
の
方
）
所
得
の
制
限
に
よ
り
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
方
・
高

校
生
年
代
の
児
童
の
み
を
養
育
し
て

い
る
方
・
大
学
生
年
代
の
子
を
含
め

る
と
、
養
育
す
る
子
が
３
人
以
上
に

な
る
方
な
ど

※
受
給
者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
勤

務
先
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
３
月
31
日
（
月
）

問
子
育
て
総
務
課  

☎
（21）
２
２
２
２

指
定
管
理
者
の
指
定

　
栃
木
市
議
会
令
和
６
年
12
月
定
例

会
で
議
決
を
受
け
た
公
の
施
設
に
つ

い
て
、
令
和
７
年
４
月
１
日
よ
り
、

次
の
指
定
管
理
者
に
よ
る
施
設
の
管

理
運
営
が
始
ま
り
ま
す
。

新
規
導
入
施
設

①
大
平
運
動
公
園
（
大
平
町
蔵
井
）

指
定
管
理
者:

（
株
）
エ
イ
ジ
ェ
ッ

ク
ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

期
間:

令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で

指
定
管
理
者
の
変
更
が
あ
っ
た
施
設

①
道
の
駅
み
か
も（
藤
岡
町
大
田
和
）

指
定
管
理
者:

（
株
）
ニ
ッ
ク
ス

期
間:

令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で

引
き
続
き
同
じ
指
定
管
理
者
が
管
理

運
営
す
る
施
設

①
栃
木
市
大
平
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
大
平
町
真
弓
）　　
　
　

指
定
管
理
者:

（
社
）
栃
木
市
社
会

福
祉
協
議
会

期
間:

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

②
栃
木
市
藤
岡
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
（
藤
岡
町
都
賀
）

指
定
管
理
者:

（
社
）
栃
木
市
社
会

福
祉
協
議
会

期
間:

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

③
栃
木
市
大
平
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
大
平
町
西
野
田
）

指
定
管
理
者:

い
す
ゞ
ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
（
株
）

期
間:

令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で

④
栃
木
市
北
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
西
方
町
本
城
）

指
定
管
理
者:

（
株
）
フ
ク
シ
・
エ

ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

期
間:

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

問
行
財
政
改
革
推
進
課☎

（21）
２
３
４
４

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
等
の
あ
る
方
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付

猶
予
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
、
保
険
料
の
追
納
（
後
払
い
）

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
保
険
料
の

免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
追
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老

齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年

金
事
務
所
で
の
申
込
み
が
必
要
で
す

の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。　

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

ゴ
ミ
や
油
分
を
排
水
口
に
流
さ
な

い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
家
庭
の
台
所
や
お
店
の
厨
房
等
か

ら
流
れ
込
ん
だ
ゴ
ミ
や
油
分
で
下
水

管
が
詰
ま
り
、
汚
水
が
マ
ス
や
マ
ン

ホ
ー
ル
か
ら
溢
れ
だ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
浄
化
槽
を
お
使
い
の

場
合
は
ゴ
ミ
や
油
分
が
流
れ
込
む
こ

と
に
よ
り
処
理
機
能
が
低
下
し
た
り

本
体
が
故
障
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も

・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
ゴ

ミ
は
流
さ
な
い
。

・
使
用
し
た
調
理
器
具
・
食
器
類
は

油
分
を
ふ
き
取
っ
て
か
ら
洗
う
。

・ス
ー
プ・汁
物
類
は
使
わ
な
く
な
っ

た
布
等
で
濾こ

し
て
か
ら
流
す
。

・
揚
げ
物
に
使
っ
た
油
は
廃
食
用
油

の
回
収
に
出
す
か
、
市
販
の
凝
固
剤

等
で
固
め
て
ゴ
ミ
に
出
す
。

・
お
店
等
で
油
分
を
分
離
す
る
装
置

が
あ
る
場
合
は
、
装
置
の
清
掃
を
こ

ま
め
に
行
う
。

な
ど
工
夫
を
し
、
ゴ
ミ
や
油
分
が
下

水
道
や
浄
化
槽
に
流
れ
込
ま
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
万
が
一
下
水
管
が
詰
ま
り
汚
水
が

流
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
栃
木
市

排
水
設
備
指
定
工
事
店
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
浄
化
槽
を
お
使
い

の
方
は
保
守
点
検
を
お
願
い
し
て
い

る
業
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
下
水
道
建
設
課  

☎
（25）
２
１
１
１

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

　
快
適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境
や
河

川
な
ど
の
水
環
境
を
守
る
た
め
、
市

で
は
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水

が
使
え
る
区
域
に
お
住
ま
い
の
方

に
、
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
接
続
工
事

に
必
要
な
資
金
を
銀
行
な
ど
か
ら
借

り
る
場
合
、
１
０
０
万
円
ま
で
無
利

子
で
融
資
が
受
け
ら
れ
る
融
資
あ
っ

せ
ん
（
利
子
補
給
）
制
度
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
公
共
下
水
道
や
西

方
地
域
の
農
業
集
落
排
水
を
ご
利
用

で
、井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
、

ま
た
は
大
平
・
藤
岡
地
域
で
農
業
集

落
排
水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
は
、

使
用
人
数
に
よ
り
下
水
道
使
用
料
が

変
わ
り
ま
す
。
使
用
人
数
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
は
、
問
合
先
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
接
続
工
事:

下
水
道
建
設
課　

☎
（25）
２
１
１
１

使
用
人
数
変
更:

上
下
水
道
料
金
お

客
様
セ
ン
タ
ー　

  

☎
（25）
２
１
０
０

雨
水
渠
整
備
事
業
現
場
見
学
会

　
雨
水
渠
整
備
事
業
は
雨
水
を
一
時

的
に
調
整
池
に
貯
留
し
、
永
野
川
に

放
流
す
る
事
業
で
す
。
担
当
職
員
が

事
業
現
場
内
を
案
内
し
、
雨
水
渠
整

備
事
業
の
内
容
を
詳
し
く
説
明
し
ま

す
。

日
時　
３
月
25
日
（
火
）
14
時
〜
15

時
30
分

場
所　
永
野
川
緑
地
公
園（
岩
出
町
）

駐
車
場
（
鴨
の
池
北
側
）
集
合

対
象　
市
内
在
住
の
方

定
員

20
人
（
先
着
順
）

費
用　
無
料

申
込　

２
月
25
日（
火
）〜
電
話
に

て問
下
水
道
建
設
課  

☎
（25）
２
１
１
０

カ
ラ
ス
等
の
駆
除

　
農
作
物
を
荒
ら
し
、
人
や
家
畜
に

危
害
を
及
ぼ
す
カ
ラ
ス
等
の
駆
除

を
、
地
元
猟
友
会
の
協
力
に
よ
り
実

施
し
ま
す
。

日
時
　
３
月
22
日（
土
）〜
30
日（
日
）

日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
（
期
間
内
で

２
日
間
程
度
実
施
予
定
）

場
所　
栃
木
地
域
の
山
林・田
畑（
都

賀
地
域
の
一
部
を
含
む
）、
永
野
川・

思
川
等
の
河
川
敷
、
太
平
山
や
巴
波

川
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
周
辺
（
大
平
地

域
の
一
部
を
含
む
）

問
農
林
整
備
課     

☎
（21）
２
２
８
９

　日曜日の窓口を開設します
進学や転勤等による住民異動が多い時期に、本庁舎で窓口を開設しま

す。どうぞご利用ください。
開 設 日　３月23日・30日、４月6日
開設時間　８時30分～12時 30分

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー
機でも証明書などを取得できます。（利用時間6時30分～23時）
取得できる書類
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「所得証明書」「住民税決定証明書」「納税証明書」「課税（非
課税）証明書」

窓口 取扱業務（下記の業務のみとなります）

市民生活課
☎（21）２１２６

・住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付
・印鑑登録申請、印鑑登録証明書の交付
・住民異動届の受付
※ 転入手続きには、転出証明書が必要です。日曜窓口では、マイナ
ポータルで転出の手続きをした方の転入には対応できない場合が
あります。
※ 戸籍の届出（出生届、婚姻届、死亡届等）は、宿日直（本庁舎１
階南西角　警備室内）で預かります。

保険年金課
☎（21）２１３１ ・国民健康保険資格の取得、喪失
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